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学生への期待・エール 

 
“専門職への階段をのぼる” 

   

理事長・学園長 滝川 嘉彦 

 

 大学の一年間は、高校時代のそれよりも短く感じる人が多い。 

これは「知識や技能をマスターしなければ」とか「賢い生き方を 

身に着けるために」と考えて毎日を過ごしているとアッという間 

に時間が過ぎてしまうからだ。しかしこうした時間の圧縮体験は、 

実はその後の人生の中で更に加速してゆく。君たちよりも３０代 

の方がずっと早く一年が過ぎ、６０代の私などは一週間が一日の 

ように感じることさえある。 

 

「栄養士のつくる料理は美味しくない」と言われることがある。 

私自身も骨折をして入院した時に同様の感想を持った。骨折その 

ものは内臓に影響しないので基本的に一般食が出る。手術後のショック状態のときから結構ガッツリ

した食事が出たので、「食欲が無いので食べやすくしてください」と言ったら肉や野菜が刻まれて戻

ってきた。そこで「素麺みたいにさらさらと食べられたら嬉しいんですけど」と言ったら、「肉や魚

が食べたい」と言うまで素麺やうどんが続いた。 

その栄養士は、教科書通り骨や筋肉の再生を促す食物を取りそろえ、「食べやすさ」イコール「きざ

み食」と考え、患者の希望通り食べやすい食事を提供し続けるべきだと考えたのだろう。こういった

考え方をステレオタイプ（銅版画のように同じ答えが返ってくるという意味）と言う。 

 

病院の栄養士は一人で 100人以上の患者を見なければならないので、おそらく重篤な糖尿病患者など

に気を取られ、骨折の患者にまで気が回らなかったのだろう。でもこうしたミスは、経験により動機

づけられた主体的な学修によって徐々に無くなってゆく。そしていつしか「美味しい食事を出す栄養

士」に成長する。 

 

君たちは様々な専門職に就きたくてこの学校へ入学したのだろう。それは、これまでのような「与え

られた学習をする」ことから、「主体的に学修する」ことへスイッチしたことを意味する。経験に動

機づけられた主体的な学修は、いつ何に動機づけられるかは人それぞれだし、教科書は無いのでテキ

ストや研修会は自分で探さなければならない。従って気付いた時が学ぶ時だ。だからこそ一日がアッ

という間に過ぎてゆく。そしてそんな積み重ねの結果として君たちは高度な専門職への階段をのぼる

のだ。



 
“若い力が日本を担う” 

 

学長  景山 節 
  
皆さんはこれから 4年間、勉強やクラブ活動、他の学生との 

交流、さらに色々な自分のやりたいことを求めて学園で過ごす 

ことになります。このところの 2年間はコロナウィルスで日本 

全国あるいは世界においても大変な状況が続きました。いま少 

し収まっていますが、予断を許しません。本学でもこの間は学 

生が在宅での遠隔授業が断続的におこなわれました。現在では 

学校に登校しての対面授業がおこなわれています。本学の遠隔 

授業の期間は東京などに比べると短かったのですが、学生のい 

ない空の校舎で教材を配信したりしていると、教育はどういう 

ものかを考えざるを得ません。おそらく学生諸君も家で PCや 

スマホを見ながら同じようなことを考えたと思います。人が人に教えるのは、昔の寺子屋で先生が子

供に話し、手習いを教え、ともに遊ぶなど、ずっと昔から変わっていない要素があります。本学では、

このような全人的教育を“しとねる教育”（人を育てあげる教育）として「立学の精神」の基礎として

います。本年度からは、皆さんに学校で“しとねる教育”で学んでほしいと思います。 

 

 若者は“若さ”と言うエネルギーがあります。自分で主体的に考え、動き、進め、やりたいことを

追求して下さい。学問について言うと、大学では自分の好みというものがはっきりと分かれてくるで

しょう。各学科でも、いくつかの分野があり担当の先生も違います。化学的なことが好きなのか、数

学的なことが好きなのか、料理などの実技が好きなのか、あるいは文学や外国語が好きなのか、コン

ピューターを操作することが好きなのか、それぞれみなさんの好みが分かれてきます。人の興味のあ

るところはそれぞれ違う、あるいは能力は多様で個々に違うということを実感することになると思い

ます。これとともに、将来の進む道も分かれてくることになります。 

 

 このような個々の持っている潜在的な能力あるいは可能性に大きな違いがあることは、皆さんは大

学に入るまでどれくらい意識したでしょうか。高校までの授業では表面に出てこなかったかも知れま

せん。大学では授業の選択も多く学ぶことの自由度は高くなっています。勉強でも、クラブやサーク

ルでも自主性が尊重されます。自分でいろいろ決めていかなければいけません。学ぶ、あるいは学習

することに主体性が高くなると、色々な個性の違いが大きく開花するようです。 

 

 春になって色々な草花が芽を出すように、文理大の学生諸君も自分の隠れた可能性が目覚めてくる

のを感じるに違いないと思います。いや、そういう可能性を見つけ伸ばして欲しいと思います。大学

の役割は若者の可能性を引き出し，伸ばすことにあると言っても過言ではないのです。 

 日本の人口は少しずつですが減ってきました。2008年にピークを向かえたあと減少し、100年も経

つと 5000 万人という今の 1/3 くらいまで減ることになります。少子高齢化社会が続き、若者にとっ

て苦難の時代です。しかし、このような困難な日本の将来を救うのも若い力です。文理大の学生諸君

が大学で学び、社会に出て、新しい日本を築いてくれることを期待します。好きなことを深く勉強す

る、自分の新たな可能性を見つける、クラブ活動で自分を鍛える，興味あることを追求する、いろい

ろなことを 4年間思うようにやって見て下さい。日本の将来はみなさんの新しい発想や実行力によっ

て変わっていくと思います。 

 

 



 
立学の精神と教育方針 

 

 

立学の精神 
本学は、自由と責任を重んじ、学問を通して知識技術を磨き、健康を増進し、特に品性を高め、正

しい歴史観と人生観をつちかい、世界から信頼される日本人を育成する場である。 

 

 

立学の精神のこころ 
・名古屋文理大学は、人が自由に生きることを尊重し、さらに社会生活での責任を果たすことができ

る人間を育てます。 

 

・名古屋文理大学は、科学技術進展の担い手である教員の手によって、基礎から専門に至る知識や技

術を修得した専門家を育てます。 

 

・名古屋文理大学は、教育・研究および学生生活を通して、心身ともに健康な人間を育てます。 

 

・名古屋文理大学は、規律を守り、礼節をわきまえ、堅実で、すぐれたものに対して感動する心を持

つ人間を育てます。 

 

・名古屋文理大学は、先達の築いた歴史や歩んだ人生を正面から見つめ、自分の人生に生かすことの

できる人間を育てます。 

 

・名古屋文理大学は、自由と責任を重んずる専門家を育成する教育機関として、人間力の涵養に力を

注ぎ、世界の誰からも信頼される人間を育成します。



学 園 の 沿 革 
 
昭 和 16 年 10 月  農林省財団食糧科学研究所 創立 

昭 和 31 年 ５ 月  同研究所内に厚生大臣指定栄養士養成施設（栄養士養成所）を設置 

昭 和 41 年 ４ 月  名古屋栄養短期大学 開学 

食物栄養科を設置 

昭 和 46 年 ４ 月  食物専修科（別科 2部）を設置 

昭 和 48 年 ４ 月  生活科学科を設置 

昭 和 58 年 ４ 月  稲沢キャンパスを開設 

昭 和 61 年 ４ 月  情報処理学科を設置 

昭 和 63 年 ４ 月  名古屋文理短期大学に校名変更 

平 成 ２ 年 ４ 月  経営学科を設置 

平 成 ３ 年 ４ 月  専攻科食物専攻（1ヶ年）を設置 

平 成 ４ 年 ４ 月  専攻科経営専攻（1ヶ年）を設置 

平 成 ７ 年 ４ 月  専攻科食物科学専攻（2ヶ年）に変更 

平 成 11 年 ４ 月  名古屋文理大学 開学 

情報文化学部 情報文化学科・社会情報学科を設置 

平 成 13 年 ４ 月  生活科学科を生活科学専攻・生活福祉専攻の 2専攻に分離 

平 成 15 年 ４ 月  健康生活学部 健康栄養学科を設置 

平 成 17 年 ４ 月  情報文化学部の 2学科を統合・発展させ情報メディア学科に改編 

健康生活学部にフードビジネス学科を設置 

名古屋文理短期大学を名古屋文理大学短期大学部に校名変更 

食物栄養学科を栄養士専攻・食生活専攻の 2専攻に分離 

生活科学科生活福祉専攻を介護福祉学科に改編 

平 成 20 年 ４ 月  情報文化学部にＰＲ学科を設置 

平 成 21 年 ４ 月  食物栄養学科食生活専攻を製菓専攻に専攻名変更 

平 成 24 年 ４ 月  情報文化学部を情報メディア学部 情報メディア学科に改編 

平 成 25 年 ３ 月  情報文化学部 情報文化学科を廃止 

平 成 27 年 ３ 月  情報文化学部 ＰＲ学科を廃止 

令 和  2 年 ９ 月  情報文化学部 情報メディア学科を廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔校章〕 
清らかで気品のある百合の花と、堅固な意志と生活力を
表す盾、これを表象した形を外郭とし、中央に大学の文字
を浮彫りにしたもの。 

〔コミュニケーションマーク〕 
このコミュニケーションマークは、マゼンタとオレンジとい 
う暖色が特徴である家族的な雰囲気を表現する一方、斜体と 
アンダーラインがスマートさや未来に向かって進む勢いを表してい
ます。 
本学は、今まで築いてきた伝統により、今後も世界から信頼 
される日本人を育成し、より一層地域から愛される大学を目 
指す、そんな未来への勢い、意志をこのコミュニケーション 
マークにより表現します。 
（注：カラーのマークおよび使用方法に関しては、本学 Webサイト 

http://www.nagoya-bunri.ac.jp/gakuen/logo-kitei.htmlをご参照ください。） 



 

令和４年キャンパスカレンダー 
 

年 間 行 事 予 定 
 

４月上旬    入学式 
 

４月上旬    オリエンテーション 
 

４月上旬    前期授業開始 
 

５月下旬    体育大会 
 

７月上旬・７月中旬  補講 
 

７月下旬    前期定期試験 
 

８月上旬    集中講義 
 

８月    夏期休業日 
 
 ９月上旬    前期追・再試験 
 

９月中旬    秋期海外研修 
 

９月中旬    オリエンテーション 
 

９月中旬    後期授業開始 
 

１０月下旬   稲友祭 
 

１１月８日   創立記念日 
 
 １２月中旬・１２月下旬  補講 
 

１２月下旬～１月上旬  冬期休業日 
 

１月中旬～１月下旬  後期定期試験 
 

１月下旬及び２月上旬  集中講義 
 
 ２月中旬    後期追・再試験 
 

３月上旬    春期海外研修



Ⅰ.１. 学部・学科と教育上の目的 

 

Ⅰ．大学の学部・学科と組織 

１．学部・学科と教育研究上の目的 

 

各学部・学科の人材の養成に関する目的とその他の教育研究上の目的は下記の通りとする。 

（学則第 4条より抜粋） 

 

（１）健康生活学部（School of Health and Human Life） 

     健康生活学部は、人々が心身ともに健康で“質の高い生活”を送るために必要な知識と

見識を備え、食と栄養に関わる様々な課題に科学的に取り組み、問題解決を図ることので

きる人材を育成する。 

 

健康栄養学科（Department of Health and Nutrition） 

     健康栄養学科は、人々の健康の維持・増進、疾病の予防と治療を目的として、様々なラ

イフステージや臨床的要請に対応した栄養学の幅広い知識と技術を身につけ、的確な指

導と教育を通して人々の健康な生活に貢献しうる管理栄養士を育成する。 

 

フードビジネス学科（Department of Food Business） 

  フードビジネス学科は、食品の製造―流通―消費の過程に関わる知識や、多様な食生

活や食文化に関わる幅広い知識を学修し、高度な専門知識を備えた人材となるため体系

的にフードビジネスの専門知識を身につけ、食品製造業、食品流通業、外食産業などのフ

ードビジネスの各分野で活躍できる応用力、実践力のある人材を育成する。 

 

（２）情報メディア学部（School of Information and Media Studies） 

     情報メディア学部は、情報の持つ社会的役割を多面的に教育研究し、情報社会で不可欠

な情報システムやネットワークに関する知識と技術を身につけ、情報活用能力、コミュニ

ケーション能力、創作能力を磨き、社会で実践的な活動ができる人材を育成する。 

 

情報メディア学科（Department of Information and Media Studies） 

     情報メディア学科は、幅広い情報を自在に取り扱える能力を身につけ、社会で求められ

る問題解決能力、企画・立案能力、文化創造力を養う。情報システムの仕組みや特性を理

解し、それらが持つ文化・社会への影響に十分配慮しながら、情報システムの構築やコン

テンツの創造、企画・コミュニケーションに関わる総合的な能力の育成をめざす。 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ．２． 大学の組織図 

 

２．大学の組織図 
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Ⅱ．１．学籍 

 

Ⅱ．学 籍 

１．学 籍 

 

（１）学籍及び学籍番号の付与 

入学時にすべての学生に「学籍」と「学籍番号」が付与されます。これは本人固有のもので、

在籍期間はもとより卒業後も保存され、原則として変更されません。   

履修登録や試験、そして各種証明書の発行など学内におけるすべての事務手続や連絡は、

この「学籍」と「学籍番号」に基づいて行われますので、住所、氏名などの「学籍」記載事

項に変更が生じた際は、教学課へ速やかに届け出てください。（Ｐ３０ ３．「事務手続の案

内」参照） 

 

（２）学籍番号の構成 

「学籍番号」は以下のように構成されています。様々な場合に必要となりますので、正確に

記憶するようにしましょう。 

 

健康生活学部の学籍番号 

（健康栄養学科、２０２２年度入学 個人番号００１番の学生の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報メディア学部の学籍番号 

（情報メディア学科、２０２２年度入学 個人番号００１番の学生の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学部コード】 

【学科コード】 

【入学年度】（西暦の下二桁） 

【個人番号】（三桁） 

３：情報メディア学部 

１：情報メディア学科 

【学部コード】 

【学科コード】 

 

【入学年度】（西暦の下二桁） 

【個人番号】（三桁） 

 

２：健康生活学部 

１：健康栄養学科 

２：フードビジネス学科 

２ ０ １ ２ ２ ０ １ 

３ ０ １ ２ ２ ０ １ 



Ⅱ．２．学生証 

 

２．学生証 

 

（１）学生証の重要性 

入学時に交付される学生証は本学の学生であることを証明する大切なものです。学内外を

問わず常に携帯し、以下の事項を守ってください。 

〔学生証の提示〕 

次の場合、学生証を提示する必要があります。 

① 試験を受けるとき 

② 成績証明書や学割証など各種証明書の発行を願い出るとき 

③ 通学定期乗車券を購入するとき 

④ 大学の施設や設備を利用するとき 

⑤ 学生用の貸出物の貸出を受けるとき 

⑥ 図書館で本の貸出を受けるとき 

⑦ その他、本学教職員から提示の求めがあったとき 

 

（２）返却義務 

卒業、退学、除籍などで本学学生の学籍を離れたときには、速やかに教学課に返却してくだ

さい。 

 

（３）注意事項 

学生証を他人に貸与、譲渡することを固く禁じます。また、氏名など記載事項に変更が生じ

た場合は、速やかに教学課に届け出てください。紛失、汚損した場合は、再発行を受ける必

要がありますので、入試広報・学事課に届け出てください。再発行には再発行料が必要です。 

 

（４）学生証一体型 manacaについて 

本学の学生証は電子マネーの「manaca」と一体型になっており、学生証機能の他に通学定期

券としてや証明書申請・各種申請時の決済、また食堂での支払など電子マネーとして利用す

ることができます。



Ⅱ．３．在学と在籍 

 

３．在学と在籍 
 

（１）修業年限と在学年限 

修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な最少の在学すべき年数のことで４

年です。この修業年限を超えて在学できる年数の限度を在学年限といい、本学の在学年限は

休学期間を除き８年です。 

 
４．学籍異動 

 
（１）学籍異動の手続 

「学籍異動」の事由が発生した場合、「学籍異動の手続」が必要となります。こうした事情

があるときには、できるだけ早期に指導教員や教学課へ相談するようにしてください。 

 
＊学籍異動に伴う手続きは、異動しようとする学期の前学期中に必ず手続を完了すること。 

    (例)２年後期に休学を希望する場合、２年前期中に手続きを完了する。 

休 
 
学 
 

【休学】「休学」とは、病気やその他やむを得ない事由により引き続き１学期（通常、半年間）以上修学できない者

が、一時的に修学の状態から離れることをいいます。 

【期間】「休学」の期間は継続して１年を超えることができません。ただし、特別な理由があると認められる場合は、

引き続き「休学」期間を１年延長することができます。「休学」の期間は「在学期間」に含まれませんが、

通算して４年を超える「休学」をすることはできません。 

【学費】「休学」期間中の授業料等は免除されます。但し、在籍料の納入が必要です。【手続】「休学願」を教学課で

受取り、必要事項を記入し、保証人連署の上、教学課に提出してください。なお、「休学」事 

由が病気、ケガの場合には、修学が不可能である旨の医師の診断書を添付してください。 

＊「休学」期間の延長を願い出るときには、再度「休学願」を提出してください。 

復 
 
学 

【復学】「復学」とは、「休学」中の者が、「休学」期間満了後、あるいはその途中において「休学」事由が解消し、

再度修学の状態に戻ることをいいます。 

【手続】「休学」期間中に教学課より送付される「復学願」に必要事項を記入し、保証人連署の上、教学課に提出し

てください。「休学」事由が病気、ケガの場合には、修学が可能である旨の医師の診断書、それ以外の事由

の場合には、「休学」事由が解消した旨の書面を添付してください。なお、「休学」期間中に「休学」事由

が解消した場合は教学課まで申し出てください。 

退 
 
学 

【退学】「退学」とは、やむを得ない事由により、本学における修学が不可能となった者や、その意志がなくなった

者が、修学からまったく離れることをいいます。 

【学費】「退学」をするためには「退学」を願い出た学期の授業料等が全納されていなければなりません。 

【手続】「退学願」を教学課で受取り、必要事項を記入し、保証人連署の上、教学課に提出してください。その際、

学生証も返却してください。 

除 
 
籍 

以下のような場合、本人の意思に関わらず「除籍」となります。 

① 「在学年限」８年を超えても卒業できない者 

② 正当な手続きを経て許可された「休学」期間を超えてもなお「復学」できない者 

③ 授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

④ 長期にわたり行方不明の者 

⑤ その他、学生としての本分に反する行為があったとみなされる者 

留 
学 

【留学】「留学」とは、本学に在籍しながら、外国の大学やそれに相当する教育研究機関で修学することを理由とし

て、一定期間本学における修学から離れることをいいます。詳細は教学課に相談してください。 

上記以外「再入学」や「転学科」についての詳細は、教学課に問い合わせをしてください。 
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Ⅲ．学生生活 

１.福利厚生 

（１）奨学制度 

   ①高等教育の修学支援新制度 

大学等における修学の支援に関する法律の公布・施行により、令和元年度以降、大学等高等

教育機関における修学支援のための取り組みとして、機関要件の確認を受けた機関に入学す

る新入生や同機関の在学生を対象とした給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免措置が

行われます。 

本学は、高等教育の修学支援新制度の支援対象機関として文部科学大臣より認定されまし

たので令和元年度以降本学に入学する入学生及び在学生を対象に、全国統一的な基準により

入学金・授業料減免及び日本学生支援機構による給付型奨学金の支給が行われます。 

本制度の支援対象者の認定要件は、授業料等減免と給付型奨学金で同一ですが、学業等に

係る基準、家計に係る基準を確認し給付型奨学金の申込みと授業料等減免の申請の両方が必

要です。 

この制度による支援を受けるには、日本学生支援機構の給付型奨学金に申請し、採用され

ることが必要です。 

支援の対象学生に採用されると奨学金の支援区分により、授業料・入学金（新入生のみ）の

減免額と給付型奨学金を受けることができます。支援は世帯収入に応じた３段階基準により

減免額、奨学金支給額が３段階となります。 

 

◎世帯収入に応じた３段階基準による授業料減免額及び給付型奨学金年額 

支援区分 第１区分 第２区分 第３区分 

家計による年収の目安 
住民税非課税世帯 

2,950,000円未満 
3,950,000円未満 4,610,000円未満 

給付型奨学金支給額 年額約 910,000円 年額約 610,000円 年額約 300,000円 

授業料減免額 年額約 700,000円 年額約 470,000円 年額約 230,000円 

     ※支援区分は、世帯構成や年収などで異なります。 

 

・本学入学前に高等学校等で給付型奨学金支援採用候補者となっている学生は、入学後直

ぐに「採用候補者決定通知」を教学課に提出して下さい。 

・新たに支援対象となる学生は、４月以降至急教学課に申し出て下さい。 
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②日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構奨学生制度は優秀な学生で経済的理由により修学が困難な者に奨学金を

貸与することで、社会に貢献する人材を育成するとともに、教育の機会均等を図ることを目

的としています。 

奨学生となった学生はその趣旨に基づいて学業に専念し、学生の規範となるよう、また規

定に反しないよう心掛けなければなりません。 

種類 貸与月額 

給付奨学金 

（返還義務なし） 

自宅通学者  第Ⅰ区分38,300円・第Ⅱ区分25,600円・第Ⅲ区分12,800円 

自宅外通学者 第Ⅰ区分75,800円・第Ⅱ区分50,600円・第Ⅲ区分25,300円 

            ※区分は家庭収入によって判断されます 

第一種奨学金 

（無利子） 

自宅通学者  20,000円・30,000円・40,000円・54,000円 

自宅外通学者 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円 

第二種奨学金 

（有利子） 
20,000円～120,000円のうち 10,000円単位で選択 

    ・詳細は日本学生支援機構ホームページで確認してください。 

 

 

    ◎申込から返還までの流れ 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

申込書類作成 

申込書類を配布します 

奨学金募集説明会（４月オリエンテーション時） 

 

採用通知 

継続説明会・適格認定 

奨学金満期者説明会 

返還開始 

返還誓約書の作成方法を説明します。 
奨学生は全員出席です。 

貸与期間中は年１回継続希望手続きが必要です。 

返還金引き落とし口座(リレー口座)の加入説明を行います。 

返還は貸与修了の翌月から数えて７ヶ月目から始まります。 
必ず返還してください。 

奨学金定期採用者  奨学金予約採用者 

 

定期採用者申込み（Web） 

 

日本学生支援機構の選考 進学届提出（Web） 

採用結果を学生ポータルで通知し、奨学生証を配布します。 

返還説明会・返還誓約書提出 
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③名古屋文理大学奨学金 

名古屋文理大学奨学金とは、優秀な学生や経済的事情により就学困難な学生に対して学費

等を使途とした奨学金を給付することで、社会に有為な人材の育成と教育の機会均等に寄与

することを目的としています。 

入学者選抜時における奨学金制度以外の在学生対象の奨学金制度は次のとおりです。 

 

（1）第一種奨学金制度：経済的事情により就学困難な学生 

人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生を選考します。 

ただし、高等教育の修学支援新制度適用者および名古屋文理大学奨学制度第二種につい

ては対象となりません。 

対 象 者：各学科３・４年生（若干名） 

給付金額：年間 300,000円 

 

（2）第四種奨学金制度：学業成績が優秀な学生 

学業成績優秀者（原則として、所属する学科の前年度までの GPA 第１位、第２位）

を選考します。 

対 象 者：各学科２、３、４年次生（各２名） 

給付金額：年間 50,000円 

 

（3）第五種奨学金制度：卓越した学生 

正課教育及び課外活動等において特に活躍が認められ、他の学生の模範となると認めら

れた学生を選考します。 

対 象 者：全学生（１名または１組） 

給付金額：年間 200,000円 

 

④その他奨学金 

あしなが育英会奨学金・大幸財団育英奨学金・上山奨学財団奨学金・交通遺児育英会奨学金

等、地方公共団体や民間育英団体等による奨学生の募集は本学を経由するもの、公報の公示

によって直接本人が出願するもの等取り扱いが様々です。 

本学に各団体から募集があったものは随時掲示にて連絡します。 

また奨学金制度とは別に学業継続のために国の教育ローンや各銀行が行う教育ローンなど 

もあります。 
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（２）健康管理 

①定期健康診断 

毎年４月初旬、全学生を対象に健康診断を行います。これは学校保健安全法により受診が

義務付けられています。未受診者は病院で受診し、診断書を教学課に提出してください。 

なお、就職活動、学外実習、奨学金出願などで「健康診断書」が必要な場合がありますが、

上記未受診者で診断書未提出者には、同証明書が発行できないので注意してください。 

 

②医務室 

保健衛生管理と救急処置を目的として北館１階に医務室を設置しています。急病や負傷の

時は教学課に申し出て処置を受けてください。 

（1）医務室は一時的な安静、休養および簡単な負傷の手当てのために利用できます。 

利用する時は教学課に申し出てください。 

（2）健康や身体の悩みなどの相談は、校医が応じています。日時は別途掲示します。 

（3）急病・負傷の場合は状況により校医または最寄りの病院と連絡をとり応急処置や病院へ 

  搬送し、家庭へも連絡します。 

 

◎万一に備え、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)が下記の場所に設置してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③障がいのある学生の修学支援 

名古屋文理大学は、本学に在籍する障害のある学生が健常の学生と等しい条件のもとで学

生生活が送れるよう修学支援を行います。支援に関する相談は、教学課にて受け付けており

ますので問い合わせてください。 

ＡＥＤ設置場所 

ＡＥＤ(自動体外式除細動器)設置場所 

本館 1階ピロティー 

北館 1階Ａ棟正面出入口 

ＦＬＯＳ館 1階学生食堂 

体育館 1階出入口 

ＡＥＤケース ＡＥＤ本体 
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（３）学生教育研究災害傷害保険 

①学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険 

この保険は本学に学ぶ学生の正課、学校行事など種々の教育活動・研究活動・課外活動中や

通学の往復途中において加入者本人が被った傷害や他人にケガを負わせたり他人の財物を損

壊したことによる法律上の損害賠償を補償します。 

万一、学内または学外の公的活動の場において事故が発生した場合は、直ちに教学課に届

け出て指示を受けてください。 

 

〔補償の範囲〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎不明な点は、教学課へ問い合わせてください。 

 

②学研災付帯学生生活総合保険（任意加入） 

加入されている学生は、保証の対象となります。詳細は教学課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 動 事故内容 

正 課 中 
講義・実験・実習などの授業中及びそれらに関する研究活動を 

行っている間の傷害事故 

学校行事中 
入学式・オリエンテーション・卒業式・体育大会・学園祭など学校

行事中の傷害事故 

課外活動中 
学校施設内及び学校施設外で行う大学に届け出た課外活動の傷害

事故 

通学中及び施設間

の移動中 

住居と学校施設を往復する間の傷害事故 

授業･学校行事･課外活動等の行われる場所の相互間を移動して 

いる間の傷害事故 

その他、学校の施設内にいる間の傷害事故 
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（４）アルバイト 
学生の本分は学業にあります。アルバイトをするときは、慎重に職場を選び、学生としての

本分を忘れることなく、節度を守り、心身の安全に十分留意しながら従事するように心がけ

てください。 

なお、事故や危険を伴う職種のアルバイトや、成績不振で単位修得が困難と思われる学生

のアルバイトは禁止します。 

本学ではアルバイト紹介業務を、財団法人学生サポートセンターが指導する(株)ナジック･

アイ･サポートに業務委託しています。 

学生の皆さんは(株)ナジック･アイ･サポートが運営する「学生アルバイト情報ネットワー

ク」のウェブサイトにて、アルバイト情報をパソコン、携帯電話から 24時間 365日、閲覧・

検索することができます。 

 

（５）学寮「文理学生ハイツ」の案内 
自宅通学できない女子学生に対して、「文理学生ハイツ（稲沢市大塚北 1丁目 22番地）」が

あります。全館個室で各室の設備は完備され、快適な生活を送ることができます。 

入寮に際しては、自由に伴う責任を自覚し、充実した学生生活を送ることを期待します。 

なお詳細は、教学課に問い合わせてください。 

 

文理学生ハイツの概要、設備等は次の通りです。 

建物概要 鉄筋コンクリート造５階建・個室（約 22㎡）×68室 

個室設備・備品 

バス・トイレ・ミニキッチン・エアコン・テレビ用端子・キッ

チンカウンター・内線電話・非常ベル・物干台・机・椅子・ 

ベッド・洋服ダンス・棚 

食 事 自炊 

費 用 

保証金（退寮時返戻) 100,000円 

維持管理費（入寮時のみ） 60,000円 

月額賃料（水道料、公益費含む） 32,200円 

光熱費は各自負担（約 7,500円／月） 

 

（６）アパート等の紹介 
アパート等を希望する場合には、教学課にアパートの資料を備えてありますので、申し出

てください。また、本学ホームページに掲載の㈱学生情報センター（ナジック）へのリンク

先からも資料を取り寄せることができます。 

 

（７）遠隔地被保険者証 
これは親元から離れて住んでいる学生が、病気などで医療機関にかかる場合に必要です。

いざというときのために、必ず取り寄せておいてください。 

入試広報・学事課で在学証明書の交付を受け、保護者の勤務先あるいは市町村役場（国民健

康保険の場合）に提出して申請すれば発行されます。 
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（８）学生相談室 
学生相談室は、皆さんの学生生活の中で、いろいろな問題にぶつかって悩んだときに相談

できるところです。たとえば、人間関係がうまくいかないとか、性格について、学業のこと、

将来の方針、または経済問題など。何でも困ったことがあれば、学生相談室を訪ねて相談し

てください。 

相談内容については、秘密を守り他に漏らすことはありません。また、相談したことによる

不利益はありませんから安心して利用してください。 

 

相談室の場所：北館Ａ棟１階 学生相談室 

各分野の専門の教員が担当します。 

相談員・相談日時・申込方法については、掲示および大学のホームページ（学生生活／ 

学生相談室）で確認してください。 

 

 

（９）ハラスメント対応 

〇ハラスメントについて 

本学では立学の精神に「自由と責任を重んじ」「品性を高め」「世界から信頼される日本人の

育成」をうたっています。このような教育方針を掲げる本学において、ハラスメントのよう

な人権侵害はあってはならないことです。 

被害者にも加害者にもならないよう、各自が自覚し、防止に努めましょう。もし被害者にな

った場合、ひとりで悩まないで相談しましょう。 

困った場合は、指導教員、北館１階学生相談室、教学課などであなたの意思を尊重しながら

相談に応じます。 

●セクシュアル・ハラスメント 

性的な言動で相手を不快にさせること、地位や権限を利用して性的な嫌がらせや、それを

ほのめかす。また本人にそのつもりがなくても、その行為や言葉が他人を不快にさせ、人格

を傷つけるなどの行為をセクシュアル・ハラスメントと言います。行為者本人が意識してい

なくても、相手が“望まない性的な行動”はセクシュアル・ハラスメントとなります。 

      ＜例＞ 

      ・性に関する卑猥な冗談を言う。 

・しつこく食事やデートに誘う。 

      ・性的な含みのあるメールや手紙などを送る。        など 

●アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは、教育の場で、「指導」、「教育」または「研究」の名を借

りて、嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけたり、相手方の勉学・学習意欲や学習環境を

害することです。 

●パワー・ハラスメント 

パワー・ハラスメントとは、職務上優位な立場にある者が、嫌がらせや差別をしたり、人格

を傷つけたり、相手方の就労意欲や就労環境を害することです。 
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●アルコール・ハラスメント 

飲酒を強要して人権侵害することや飲めない人への配慮を欠くこと。上下関係を利用して

飲酒を強要、お酒のイッキ飲み、飲酒を断れない雰囲気にするなどがこれに当たります。 

 

 

◎ハラスメント防止のための心構え 

本学では特に就学上・就労上の関係等を利用してなされる学生と教職員、学生同士に対す

る嫌がらせを防止します。被害者にも加害者にもならぬよう気をつけましょう。 

 

《加害者にならないために》 

重要なことは言動をした側が「どう思っていたか」ではなく、受けた側が「どう感じたか」

ということです。「そんなつもりはなかった」、「冗談だった」などという考え違いをしないよ

うにし、相手が嫌がっていることを繰り返さない、相手の気持ちや立場を尊重するよう日常

的に注意を払いましょう。 

 

《被害があった場合》 

・嫌なことは手紙でも言葉でもいいので必ず相手にはっきり伝えましょう。 

・ひとりで悩まず、相談窓口や親身になってくれる人、または友達などに勇気をもって相談  

しましょう。 

・いつ、どこで、何が起きたか記録しておきましょう。 
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（１０）悪徳商法への注意 
社会的経験の少ない学生をターゲットにした悪質商法の被害が増えています。 

困ったときは、ひとりで悩まずに指導教員や教学課に相談してください。 

 

①悪徳商法の種類(一例) 

◆被害に遭わないために 

・あいまいな返事はせず、きっぱり断る。 

・その場で印鑑を押す、サインをするなどの契約または現金支払いをしない。 

キャッチセールス ネガティブオプション(送り付け商法) 振り込め詐欺（架空請求） 

   

内職商法 アポイントメントセールス 資格商法 

   

点検商法 デート商法 催眠(ＳＦ)商法 

   

該当で「アンケ－トに答えて

ください」と近寄り、商品を購

入させたり、ローンを組ませ

たりする。 

事前に何の連絡もせずに、一方

的に商品を送りつけて『受け取

った以上、購入しなければいけ

ない』と勘違いさせて代金を請

求する手口。 

 

ウェブや電子メールの利用料や

情報料、借金の請求など他人に

相談しにくい内容の現金振り込

みを要求する手口。 

セールスマンが「屋根や床下

を無料で点検します。」や「水

道水の検査に来ました。」など

点検と称し、本来の目的を隠

してやってきます。無料だか

らいいかなと思ってお願いし

てしまうと、「耐震基準を満た

しておらず、大きな地震がき

たら、倒壊しちゃいますよ。」、

「シロアリが住みついてて柱

が腐ってますよ。」、「この水を

飲み続けると危険ですよ。」な

どと言い、不安をあおり、高額

の工事代金や商品代金を請求

してくる手口です。 

「簡単に高収入が得られる」、

「誰でも簡単に出来る」など

と謳い、仕事を提供する代わ

りに登録料や教材等の金銭負

担をさせ、実際に契約をして

も勧誘時に言っていたことと

は異なる。 

高額な登録料を支払わせるだ

けであったり、高額な教材を

購入させることが目的。 

難関資格を「この講座を受講す

ると簡単に資格が取れます

よ。」や、なる予定もないのに

「この資格は、近々国家資格に

なる予定です。」紹介する気も

ないのに「この講座をとった

ら、仕事を紹介します。」などと

いい、申込金や受講料を支払わ

せたり教材を売りつける商法。 

 

「プレゼントが当たった」「旅

行が格安になる」「会って話が

したい」等と販売目的を隠し

て電話やメールなどで喫茶店

や営業所などに呼び出し、契

約をさせる手口。 

知り合った相手がいかにも好意

があるようなふるまいをし、販

売目的を隠して喫茶店やファミ

レスなどでデートをし、その好

意を利用して商品を販売する商

法です。出会い系サイトで知り

合った異性が販売員だったとい

うケースや、電話がきっかけで

メールをやり取りするようにな

り実際に会ったところ販売員だ

ったというケースもあります。

ネックレス、指輪などの貴金属

類、絵画、毛皮などの商品によ

る被害が多いです。 

客を一定の場所に集め、閉鎖的な

状況を作り出して、群集心理を利

用し冷静な判断力を客から奪い、

その上で高額商品を買わせる行

為。業者はビラなどを配り、一定

の場所に客を集めその部屋を閉め

切ってしまいます。そして話のう

まい販売員が、おもしろおかしく

客を笑わせるなどして、その中で

「元気よく手を挙げた方、5 名様

にこの商品を差し上げます」など

と、日用品などを無料または少額

で配り、得した気分にさせ、客は

先を争うように手を挙げ、その会

場は熱狂的な状態になります。そ

して、客は冷静な判断を失ってし

まい販売員は、ころあいを見て、

本当に売りたかった商品を勧誘し

高い値段で売りつけるという手

口。 
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②クーリング・オフ 

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、い

ったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめる

ことができる制度です。 

クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由は要りません。何らかの費用を負

担する必要も一切ありません。 

※1 指定権利とは・・・    

1．保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 

2．映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、又は観覧する権利 

3．語学の教授を受ける権利 

 

 

 

特定商取引法によるクーリング・オフ制度一覧表 

取引内容 期間 適用対象 

訪問販売 法定書面を受領した日から８日間 原則すべての商品・役務及び指定権利（※1） 

電話勧誘販売 法定書面を受領した日から８日間 原則すべての商品・役務及び指定権利（※1） 

特定継続的 

役務提供 
法定書面を受領した日から８日間 

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコ

ン教室、結婚相手紹介サービス 

連鎖販売取引

（マルチ商法） 

法定書面を受領した日または再販 

売する商品を最初に受領した日の

いずれか遅い日から 20日間 

健康食品、化粧品など、すべての商品・権利・役務 

業務提供誘引

販売取引 
法定書面を受領した日から８日間 

教材、チラシなどの購入を伴う内職。すべての商品・

権利・役務 

訪問購入 法定書面を受領した日から８日間 原則すべての物品 

パトネットあいち（愛知県警メールマガジン） 

最近、学生が被害にあう痛ましい事件が多発しています。こういった背景から愛知県警では地

域安全の取り組みとして、不審者に関する情報や身近で発生した犯罪に関する情報を携帯向け

にメールマガジンとして配信しています。 

 

http://www.pref.aichi.jp/police/m-magazine/index.html 

     http://www.pref.aichi.jp/police/mobile/（モバイル版） 
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２．学園生活 

 

（１）通学について 

①自転車《登録制》 

    自転車で通学する場合は、下記の自転車守則に従ってください。 

自 転 車 守 則 

・構内は歩行者の安全を第一とし、徐行すること 

・自転車は北館東側及び本館南側の駐輪場に整頓して駐輪すること 

・指定された場所以外には、駐輪しないこと 

・自転車は必ず施錠すること 

・交通法規をまもり、安全運転に心がけること 

 ※一時停止無視、二人乗り、音楽等を聞きながら、携帯端末等を操作しながらの 

走行等、危険な運転はしないこと 

◆これらのルールを守れない者は自転車での通学を認めません◆ 

◎登録手続き 

自転車の登録は教学課にて随時登録手続きを行っております。手続き後、登録シールを配

付しますので、自転車に貼り付けてください。登録自転車は在学中（原則 4 年間）の駐輪場

の利用が許可されます。未登録車は撤去対象となりますので、必ず登録手続きを行ってくだ

さい。また、在学期間が延長する場合は再度登録が必要です。 

 

②自動二輪車（原動機付自転車含む）《登録制》 

自動二輪車（原動機付自転車含む）（以下、「バイク」という）で通学する場合は、静かな教

育環境と通行安全の確保を図るために、下記のバイク守則に従ってください。 

バ イ ク 守 則 

・構内は歩行者の安全を第一とし、指定された通路を徐行すること 

・騒音を発生させないこと 

・本館南側駐輪場の西側のバイク置き場に整頓して駐車すること 

・指定された場所以外には、駐車しないこと 

・車両は必ず施錠すること 

・火気に注意すること 

・交通法規を守り、安全運転に心がけること 

◆これらのルールを守れない者はバイクでの通学を認めません◆ 

◎登録手続き 

大学が実施する講習会に参加し、教学課にて登録手続きを行ってください。未登録車は撤

去対象となります。 
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③自動車《登録制》 

自動車による通学は原則として禁止されています。 

ただし、許可条件を満たした者で、自動車通学を希望する者は下記の登録手続により、学生

用駐車場の使用を許可します。 

なお、自動車で通学する場合には、交通ルールを守り、自動車守則に従ってください。 

自 動 車 守 則 

・構内は歩行者の安全を第一とし、指定された通路を徐行すること 

・自動車は大学指定の場所に整然と駐車すること 

・駐車場の使用は開校時の午前 7時より午後 9時とする 

※特別な理由により時間外の利用を希望する場合は、教学課で許可を得ること 

・許可証は駐車時、外部から確認可能な場所（ダッシュボード上）に必ず提示すること 

・許可証の提示が無い車は不正駐車として学則に従い処分する 

・車両は必ず施錠すること 

・火気に注意すること 

・交通法規を守り、安全運転に心がけること 

 

※なお、ケガや課外活動上の物品運搬等により臨時で自動車通学が必要な場合は、

教学課へ申し出て下さい。 

これらのルールを守れない者は自動車での通学を認めません 

自動車通学許可を取消し、以後の自動車による通学を禁止します 

 

◎登録手続 

     任意保険（対人）1億円以上または無制限に加入 

① 大学が実施する講習会に参加 

② 「自動車通学届」に「運転免許証（コピー）」を添付し、教学課に提出。 

③ 駐車許可証明手数料の納付 

証明手数料：2,000円  有効期限：4月 1日～3月 31日の年度内 

※年度途中の登録であっても証明手数料は 2,000円とする。 

ただし、希望者が駐車可能台数に達した場合、登録を打ち切ります。 

 

◎大学は構内における事故及び盗難等に対しては一切の責任を負わないものとする。 
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（２）学内での諸注意 

①禁煙 

本学は健康増進法に則り、敷地内全面禁煙です。 

加熱式たばこや電子タバコを含め禁止します。 

近隣の方へご迷惑にならないよう、大学周辺（名鉄国府宮駅からの通学路を含む）について

も禁煙です。 

 

②災害時における避難の心得 

大学内において、万一の災害が発生したときは、学生諸君は適切な対応をとらなければな

りません。災害の状況によっては、特殊な方法をとることもありますが、一応の要領を示し

ますので、平素から各自心得ておいてください。（本学ホームページに掲載してある「大学防

災マニュアル」を活用してください。） 

 

【火災時の心得】 

① 火災を目視したとき、または放送により避難の指示があった場合は直ちに火元と反対

方向へ相互に協力しながら避難してください。（平素から建物内の各方向にある非常

口・階段・避難器具の位置を確認しておいてください） 

② 避難するときは、建物内では整然と早足で、建物外では走って避難場所へ集合してく

ださい。一度屋外へ出たら決して引き返さないでください。 

③ 避難場所は特に指示のない限り巻末（Ｐ１２９）に記載した場所とします。 

④ 避難場所では、教職員の指示に従ってください。 

 

【地震時の心得】 

① 地震を感じたら、壁面に設置した倒れやすいロッカー・書棚・または天井に設置され

た機器類等に注意し、窓ガラスの近くには身を寄せないで、テーブルや机の下に隠れ、

身の安全を確保してください。 

② 揺れがおさまったら、ドアや窓を開けて逃げ口をつくり、火の始末をしてください。 

③ 揺れの激しいときは、１度目の揺れがおさまった時点で、速やかに建物外へ避難して

ください。 

※詳しくは、「地震発生時の行動手順」を確認してください。 
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地震発生時の行動手順 
 

＜学内で地震が発生した場合＞ 

 

１－① 教室・実習室・図書館にいた場合 

   窓、ドアを開放し、落下物から身を守るため机の下に身を隠し、初期微動（約１分間ほど）がおさまるまで

むやみに行動しない。身を隠す場所がないときは、鞄、書籍などで頭を保護し、ロッカー、本棚、パソコン

など倒れそうな物から離れ、落下物のない所へ移動する。揺れがおさまったら教職員の指示に従う。 

１－② 廊下・階段にいた場合 

   頭を保護し、落下物に注意し、窓から離れその場にしゃがむか急いで近くの教室に入り、机の下にもぐる。

揺れがおさまったら教職員の指示に従う。 

１－③ 体育館にいた場合 

   落下物に気をつけて、中央部に集まりしゃがむ。揺れがおさまったら教職員の指示に従う。 

１－④ 学生ホール・食堂にいた場合 

   落下物に気をつけ、テーブルの下に身を隠す。揺れがおさまったら教職員の指示に従う。 

１－⑤ 屋外にいた場合 

   建物の近く、ブロック塀等をさけてしゃがむ。揺れがおさまったら教職員の指示に従う。 

 

２．避難する時は、近くにいる教職員の指示に従い、慌てず・騒がずに定められた階段を降りて中庭に出る。階段

での転倒は大惨事につながるため慌てずに、足元をよく見て確かめて降りる。またエレベーターは使用しない。 

 

３．本部より学外避難の指示があれば、中庭から稲沢西中学校などへ避難する。校外への避難は、授業時の体制の

まま集団で行動する。忘れ物があっても勝手に教室に戻らないこと。 

 

４．小さな揺れの場合は、ただちに火の始末をする。ただし、規模の大きな地震の時は、やけどなどをさけるため

揺れがおさまってから火の始末を。電気器具はスイッチだけでなくコンセントも抜いておく。 

 

＜学外で地震が発生した場合＞ 

 

「家庭内」 

１．最初の１分間は身の安全確保が先決です。テーブルや机の下に隠れ、座布団などで頭を保護する。２階にいた

ら階下に降りない。揺れがおさまったら、ドアや窓を開けて逃げ口をつくり、火の始末をする。 

 

「通学中」 

１．屋外では 

  落下物に注意し、安全な場所に避難する。ブロック塀、自動販売機、電柱、垂れ下がった電線に近づかない。

鞄等で頭を守る。 

 

２．バス・電車に乗っていたら  

立っていたらつり革や手すりにつかまり倒れないように体勢を整える。座っていたら足に力を入れてふんばる。 

 

３．車を運転していたら 

  道路の左側に車を止め、エンジンを切り揺れがおさまるのを待つ。ラジオで情報を得る。車を離れるときは、

キーを付けたままでドアロックもしない。 

 

※「家庭内」も「通学中」も避難できる状況になったら最寄りの避難場所（公立の小中学校、高校、公園等）に   

避難する。 
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③私物及び貴重品の管理 

私物は各自が責任を持って管理してください。また、貴重品は必ず身につけて行動し、多額

の金銭など貴重品はなるべく持参しないでください。万一、紛失したり、拾得した場合は、

直ちに教学課に届け出てください。 

 

④郵便物 

自治会・サークルあるいは学生個人に宛てた郵便物は教学課に届けられますので、関係者

は随時立ち寄りその有無を確かめてください。本学気付の個人宛ての郵便物は出来るだけ避

け、やむを得ないときは、学科・学年を明記するよう先方に連絡しておくことが必要です。 

 

⑤電話の呼び出し 

電話による学生の呼び出し、または学生への連絡は特別の場合に限ります。 

 

（３）海外渡航について 

在学中に海外渡航をする場合には「海外渡航届」を教学課に提出する必要があります。 

詳細は教学課までお問い合わせください。 
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３．課外活動 

 

大学が教育と研究の場であることはいうまでもありませんが、課外活動を通して人間的な

つながりを強めることも人格の形成に大切なことです。課外活動は学生の自主的な活動で成

り立ちます。個々の学生が自分の才能や趣味に応じてそれぞれの学生団体・クラブ・サーク

ルに参加し、自己のステップアップをめざす場が課外活動です。大学生活の中で行う課外活

動は先輩や後輩との人間関係を深め、自主性・社会性・協調性を養うことができる唯一の場

といえるかもしれません。このような理由から、本学は学生諸君が学生団体・クラブ・サー

クルに積極的に参加して有意義な学生生活を送ることを薦めます。 

課外活動に関して以下の項目に該当するときは、教学課に所定の願を提出して許可を受け

てください。 

 
①学生団体・クラブ・サークルの結成等 

A) 新しく団体・クラブ・サークルを結成しようとするとき 

B) 本学の名称を用いて学外団体に加入しようとするとき 

C) A)、B)の団体がその内容を変更しようとするとき 

 

②学内外での集会・行事への参加等 

A) 学内で集会を行い、または行事を催そうとするとき 

B) 団体・個人問わず、本学の名称を用いて学外の集会・行事等に参加しようとするとき 

 

③学生による掲示、印刷物の配布等 

学生が学内において掲示または印刷物を発行・配布しようとするときは、教学課に掲示

物等を提出して許可を受けてください。なお、教学課の承認を受けたもの以外の学内にお

ける募金・世論調査・署名運動・勧誘等は禁止されています。 
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４．学生自治会 
 

本学では立学の精神に則り、学生の自治活動を通して学生生活の充実と向上を図っています。 

自治会活動は学生自治会を結成し、自主的に会則を定めて、活発に活動することとします。 

 

（１）学生総会 
学生総会は、学生自治会の最高決議機関であり全学生によって構成されています。議長は、自治会

長が指名し、学生総会の承認を得てこれにあたります。 

構成員 名古屋文理大学全学生 

審議事項 
・自治会行事計画案  ・予算案  ・決算の承認  ・会則の改正 

・自治会執行部役員の承認 

議 決 出席者の過半数の同意を必要とします。 

 

（２）自治会執行部 
自治会執行部は、学生自治会の最高執行機関であり、全学生の中から推薦により選出された委員に

よって構成されており、会則及び学生総会の基本方針に則って学生自治の運営にあたります。 

構成員 会長（1名）、副会長（2名）、書記（2名）、会計（2名）、委員 

役 割 自治会活動行事の実施・運営にあたります。 

任 期 1年 

 

（３）クラブ・サークル協議会 
クラブ・サークル協議会は、各クラブ・サークルの主将または主幹 1名の委員によって構成されて

おり、組織の運営や活動について審議を行います。 

構成員 委員長（1名）、副委員長（2名）、委員 

役 割 各クラブ・サークルの連絡・調整にあたります。 

任 期 1年 

 

（４）行事実行委員会 
行事実行委員会は、全学生の中から推薦された委員及びクラス・ゼミから選出された委員をもって

構成されており、各種行事の企画、運営にあたります。 

構成員 委員長（1名）、副委員長（2名）、書記（2名）、会計（2名）、委員 

役 割 各種大学行事の企画・運営にあたります。 

任 期 1年 

 

（５）選挙管理委員会 
必要に応じて設置され、自治会役員選挙等の選挙管理にあたります。 

構成員 選挙管理委員（2名） 

役 割 各種選挙の管理にあたります。 

任 期 1年 
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Ⅳ．就 職 

1. 就職 

 

（１）就職とは 
就職の目的は将来の生活を保障するためだけでなく、将来に向けて自己実現や社会貢献がで

きるよう自分の能力、個性、興味及び関心などに適したやりがいのある仕事を、自らの責任に

おいて求めることです。 

就職は人生を決める重要な選択事項ですから、より早い時期から就職に対する意識と関心を

高めることが必要です。 

 

（２）キャリア支援センター等の利用 

①企業研究と情報交換 

キャリア支援センターに付設されている就職資料室には、企業研究を始めとして就職活動に

必要な各種情報が収集・整理され、求人票、会社案内、就職活動シートや参考図書などが、い

つでも閲覧可能な状態になっています。企業研究の場として、また情報交換の場として活用し

てください。 

 

②キャリア支援センター行事への出席 

キャリア支援センターでは、就職ガイダンスを始め、業界研究、学内企業セミナー、一般常

識試験、適性検査、模擬面接など就職活動を支援するために、各種の行事を実施しています。

これら行事の内容と日程は事前に連絡します。 

就職ガイダンスは、就職への心構えや取り組み、企業へのアプローチ方法さらに採用試験時

における注意点など実践的な内容にいたるまで、時期に応じて幅広く指導するもので、3 年生

前期から 3年生後期にかけて開催します。ガイダンスの中で、就職活動に必要な資料を配付し

ますので、必ず全員が出席してください。 

 

③ホームページの利用 

キャリア支援センターのホームページでは、キャリア支援センター及び就職資料室の利用方

法など、就職活動に役立つ情報を提供しています。本学への求人企業の情報や会社説明会の情

報も随時更新しますので、ホームページを頻繁に確認してください。 

 

④就職指導・斡旋の実施 

キャリア支援センターでは、常時就職活動の相談・指導及び就職斡旋などを行っています。

就職活動の上での不安やトラブルなど、どんな小さなことでも構いませんので、気軽に相談に

来てください。またオンラインによる相談も受付けています。 

（soudan@nagoya-bunri.ac.jp） 
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（３）就職希望者の心得 
①あらかじめキャリア支援センターや教員とよく相談し、指導を受けるとともに、就職資料

室や図書館等の資料を活用して就職活動をすすめてください。 

②日頃から服装・動作・言葉づかいに留意して、品性を高め、洗練されたマナーを身につけ

るように心がけてください。 

③就職先を選ぶときは資料等でその内容をよく研究するとともに、保護者の了解を得た上で

自主的に決めてください。 

④企業の重複内定は社会道義にも反し、トラブルの原因になりやすいので、応募にあたって

は示されたルールを守り誠実に就職先を決定してください。 

⑤本学から推薦を受けた後、受験中止及び内定辞退は認められないので、よく考え慎重に応

募してください。なお、同時に複数企業に推薦することはしません。 

⑥就職試験を受けた学生は、合否の結果を直ちにキャリア支援センターに連絡してくださ

い。また、試験内容などを「就職活動シート」により報告してください。 

⑦就職や進学が決定した時点で「進路報告書」を速やかに提出してください。 

⑧就職活動を円滑に行うため、証明書・履歴書など応募必要書類は、あらかじめ常備してく

ださい。 

 

（４）就職斡旋に関する留意事項 
①就職を希望する学生は所定の期日までに進路登録票、その他の書類をキャリア支援センタ

ーに提出して求職手続をする必要があります。この手続を怠りますと、本学の就職斡旋・

推薦を受けることはできません。 

②本学に求人のあった企業等の求人票は就職資料室で閲覧することができます。希望者は求

人票の応募方法に従って手続をしてください。また、求人検索ＮＡＶＩを活用して企業か

らの情報をリアルタイムで閲覧することが可能です。 
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Ⅴ．事務取扱 

１．教学部･事務部の業務 

 大学生活を送る上で最も身近な教学部・事務部について、特に学生に関係の深い業務が

以下に示してあります。必要に応じて適宜相談・利用してください。 

 

（１）教学部 
教学部には教学課があります。 

教学課は、教務関係の業務と、学生生活関係等の業務を行っています。 

教務関係の業務としては、教務一般に関する校務処理及び学生の勉学に関するオリエンテ

ーションを行い、学生が自主的に勉学に取り組めるよう指導し支援します。学生生活関係の

業務としては、学生の福利厚生等を担当し、学生が自主的に、健全かつ有意義な学園生活が

送られるようサポートします。 

 

課 担   当   業   務 

教学課 

教務関係 

ア.授業科目・教育課程編成 

イ.教科書・教育用機器 

ウ.試験及び単位認定 

エ.資格・免許 

オ.教務関係証明書・願書・届書等の処理  

学生生活関係 

ア.奨学金事務 

イ.健康管理・学生相談 

ウ.寮・アパート紹介 

エ.学園生活上の相談 

オ.自治会活動に対する助言･指導 

カ.クラブ活動への助言       

エクステンション関係 
ア.科目等履修生制度、聴講生制度関係  

イ.特別の課程（履修証明プログラム）関係 
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（２）事務部 
事務部には入試広報・学事課、営繕課、キャリア支援センターがあります。 

入試広報・学事課は広報業務、学生募集及び入試業務、また、営繕課とともに教育上必要

な施設・備品等環境の整備を担当し、大学の健全な運営基盤の維持管理を図ることを主な任

務としています。 

キャリア支援センターは、卒業後の進路についてサポートすることを主な任務としていま

す。就職活動の支援や大学院への進学のアドバイスなどをしています。 

 

課 担   当   業   務 

入試広報・学事課 

 

営繕課 

ア.学納金等の収納         

イ.各種証明書･願書･届書の受付  

ウ.備品･消耗品の購入及び管理  

エ.施設の整備及び維持管理（学内取締・防火を含む）                 

オ.同窓会 

カ.入学式･卒業式 

キ.学生募集 

ク.入学手続 

キャリア支援 

センター 

ア.就職指導及び斡旋     

イ.アルバイトの指導     

ウ.就職関係書類の処理   

エ.企業への求人依頼 

オ.就職ガイダンスに関すること 

カ.インターンシップに関すること 

キ.検定試験の開催 

 

 

 

 

 

日本語ワープロ、情報処理技能、文書デザイン、ＨＰ作成、 

プレゼンテーション作成、文章入力スピード認定、 

ＭＩＤＩ検定、ＮＲ・サプリメントアドバイザー認定試験、 

ＴＯＥＩＣ ＩＰ、専門フードスペシャリスト資格認定試験、 

フードスペシャリスト資格認定試験、日本漢字能力検定、 

色彩検定、食の検定、食品表示検定、ＭＯＳ検定、 

ＣＧ検定、基本情報技術者試験、ＩＴパスポート試験、 

Ｐｒｏ Ｔｏｏｌｓ技術認定試験 など 
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２．学納金の納付・各種証明書の発行 

 
窓口：入試広報・学事課 受付時間（月～金）9時～17時 ただし現金納付は 16時まで 

 
取扱業務 項    目 手 続 ・ 留 意 事 項 

1.学納金の

納付 

授業料等 

   授業料 

   教育充実費 

   施設設備費 

   実習費 
（情報メディア学部） 

   実験実習費 
（健康生活学部） 

 

 

(1)授業料等の納付は、原則として銀行振込とする。 

(2)納付期限 

  前期( 4月～9月)分  4月 30日まで 

  後期(10月～3月)分 10月 31日まで 

(3)納付方法 

指定の銀行振込用紙に必要事項を明記の上、指定の銀行

口座に振込むこと。 

(4)その他 

学納金がやむを得ない事情のために期限までに納付でき

ないときは、その理由を判断し授業料等の分納または延

納が認められる場合があります。納付期限までに「学納

金 分納・延納願」に理由を記入のうえ、入試広報・学事

課に提出し指示を受けること。 

その他の学納金 

   学外実習費 

 

各学部学科で実施される学外実習を履修する学生は定めら

れた期日までに実習費を納付のこと。 

(詳細は別に指示) 

2.各種証明

書の発行 

在学証明書 

卒業見込証明書 ※ 

学業成績証明書 

単位修得証明書 

健康診断書 

栄養士免許証取得見込証明書 
 

教育職員免許状取得見込証明書 

栄養士･管理栄養士養成課程修了

見込証明書 

在籍証明書 

 

 

  証明書自動発行機にて即日発行可。 

    (特定日をのぞく 月～金 9:00～17:00 発行可) 

 

 

 

(1)証明書自動発行機にて納付後、申請書を入試広報・

学事課に提出。 

(2)原則として 2日後(申込日を含め 3日目以降)に交付 

する｡ 

名古屋市バス･地下鉄･ＪＲ･私鉄 

等通学定期券購入申込 

定期券販売所にある申込用紙に記入し、「学生証」と「通学

定期乗車券発行控」によって購入する。 

学割証明書 

(学生旅客運賃割引証) 

 

(1)証明書自動発行機にて即日発行可。 

(2)注意すべき事項 

 ①学割証は、他人に譲渡または貸与することはできない。 

 ②学割証紛失の場合は、直ちに入試広報・学事課へ届け出

ること。 

③一人あたりの年間発行枚数には制限があるので留意の 

こと。 

 

 
※卒業見込証明書発行許可基準 

    原則として全学科とも、3年後期終了時 80単位以上、4年前期終了時 100単位以上を 

基準とする。 
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３．事務手続の案内（願書・届書・証明書等） 

 

取扱事務 受付窓口 手  続  ・  書  類 備          考 

1.授業･ 

試験関係 

教学課 

 

1-1 追試験受験許可願 
 

1-2 再試験受験届 
 

1-3 追試験料納付（申請書・申込書） 
 

1-4 再試験料納付（申請書・申込書） 
 

1-5 欠席届 
 

1-6 長期欠席届 

試験料納付時間 16:30厳守 
 

証明書自動発行機にて納付 

(※申込・納入・期間は別途指示） 

 

  教学課で確認印を受け、授業担当教員へ提出 

 

2.学籍関係 入試広報 

・学事課 

 

2-1 学生証再発行願 
 

2-1 学生証再発行手数料（紛失）4,000円 

 

 

教学課 

 

2-2 身上異動届 
 

2-3 休学願 
 

2-4 退学願 
 

2-5 復学願 
 

2-6 転学部･転学科願 

2-2 改姓･住所･本籍･保証人の変更の場合(至急) 

         現住所、帰省先 

2-3～2-5の詳細については「P.○○学籍異

動の手続」を参照 

3.学生生活

関係 

教学課 

 

3-1 活動届（大会・合宿・集会） 
 

3-2 指導者･講演者等招聘許可願 
 

3-3 クラブ･サークル結成願 
 

3-4 クラブ･サークル名簿 
 

3-5 施設･備品利用許可願 
 

3-6 クラブ･サークル HP更新願 
 

3-7 紛失盗難届 
 

3-8 破損届 
 

3-9 事故報告書 
 

3-10 奨学生採用願 
 

3-11 海外渡航届 
 

3-12 自動車・バイク通学届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
許可された者で諸手続完了者に、自動車駐車許可

証交付 

4.就職関係 

ｷｬﾘｱ支援 

ｾﾝﾀｰ 

 
 

 

4-1 求職票 
 

4-2 進路登録票 
 

4-3 就職活動シート 
 

4-4 進路報告書 
 

4-5 推薦書 

3年生 4月に提出､キャリアデザインⅡで指示 

 

〃 

 

就職試験受験後に提出 

 

進路内定後に提出 

 

推薦書交付申請書に指導教員(またはキャリア支援

センター課長)の推薦印を受け、証明書自動発行

機で納付した後、キャリア支援センターに提出 
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４．学生への伝達 
 

（１）学生への伝達 
学生に対する公示・通知・呼出など重要な連絡は学生ポータルサイト・掲示板を通して行

います。放送・伝言等の伝達は行いません。授業や履修に関すること、就職の連絡や学生生

活全般等、あらゆる事項が学生ポータルサイト・掲示板で伝達されます。 

学生ポータルサイト・掲示板を見なかったために受験不能や課題のレポートが受理されな

い事態に至る場合もありますので、必ずポータルサイト・各掲示を確認することが大切です。

なお、緊急の連絡等が電子メールで伝達されたり、電子メールでしか伝達されない連絡もあ

ります。 

 

掲 示 場 所 

中央掲示板（教務関係等） 北館１Ｆ 

健康栄養学科掲示板 北館１Ｆ 

フードビジネス学科掲示板 本館１Ｆ 

情報メディア学科掲示板 本館１Ｆ 

学生生活関係掲示板 

（学生生活、自治会、クラブ・サークル） 
本館１Ｆ・FLOS館１Ｆ・体育館１Ｆ 

キャリア支援センター掲示板 北館１Ｆ 

地域連携センター掲示板 本館１Ｆ・北館１Ｆ・FLOS館１Ｆ 
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Ⅵ．教育施設の利用 

１．教育施設 

 
（１）図書情報センター 

Ａ．図書館 

図書館は、教育と研究に必要な資料・情報を収集し、整理保管して、本学の学生、教職員の利用

に供することを目的にしています。 

資料検索のためコンピュータを利用したり、他大学に文献複写依頼をするなど適切なサービス

を行うことによって、大学の教育目標の達成に寄与する機関です。 

図書館を有効に利用してください。 

 

１）利用上の注意 
・他の利用者の迷惑にならないように私語、談笑を慎み、静かな学習・読書環境になるように

協力ください。 

・館内で閲覧した資料は、もとの位置に戻してください。 

・図書館の資料・備品・器物類は大切に取り扱い、汚損・破損などないよう注意してください。 

・貴重品は常に身につけ、盗難防止に心掛けてください。 

・携帯電話など、音の出る機器は利用しないでください。 

・館内での飲食・飲食物の持ち込みを禁止しています。ペットボトル等を持っている場合は、

鞄の中に入れ、机上には置かないでください。 

・館内では係員の指示に従ってください。指示に従わず、注意を守らない場合は、退館をもと

めます。 

・本学学生は、名古屋文理大学短期大学部付属図書館の利用もできます。 

 

２）開館時間・休館日 

開館時間 ９：００～１７：００  その他変更がある場合はその都度掲示します 

休 館 日 

・土曜日及び日曜日 

・年末年始（12/26～1/7） 

・蔵書点検日 

・学園行事日（入試・入学式・卒業式等） 

・その他臨時休館日 
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３）入館と退館 

当館は、B.D.S.（図書探知システム）を設置しています。入館・退館ゲートに近づくと自動でバ

ーが開きますので、1人ずつゆっくりとゲートを通ってください。 

※ 図書資料の貸出手続を忘れたり、磁気を帯びたものを持って退館すると、システムが作動し

てブザーが鳴り、退館ゲートのバーがロックされます。システムが作動したときは、持ち物

の提示をお願いすることになりますので、ご協力をお願いします。 

※ 他の図書館の貸出図書やレンタル店にて借りたものについても、システムが作動すること

がありますので、事前に１階受付カウンターに申し出てください。 

 

４）施設利用 

館内の図書及び雑誌は、直接手に取って閲覧できます。閲覧後は必ず元の位置に戻してください。

ＤＶＤ・ＣＤなどの視聴覚資料の閲覧は受付に申し出てください。 

① 閲覧室〔108席〕 

１階には、辞典・百科事典・統計集・白書など参考図書コーナーと情報処理、コンピュータ、

経済、健康・栄養関係、自然科学などの図書が排架されています。 

２階には、哲学、歴史、法律、文学関係の図書と洋書があり、書庫内には製本雑誌などが排架

されています。 

②グループ閲覧室〔15席〕 

複数人での利用を対象としています。 

「施設使用許可願」に必要事項を記入の上、学生証と一緒に１階受付カウンターに申し込みく

ださい。 

③特別閲覧室〔4席〕 

個人用の学習室です。 

「施設使用許可願」に必要事項を記入の上、学生証と一緒に１階受付カウンターに申し込みく

ださい。 

④ＡＶコーナー〔6ブース〕 

館内資料の視聴のみ利用可能で、個人での利用を対象としています。 

「施設使用許可願」に必要事項を記入の上、学生証と一緒に１階受付カウンターに申し込みく

ださい。 

⑤ＡＶホール〔63席〕 

上映可能な館内資料の視聴のみ利用可能で、複数人での利用を対象としています。 

「施設使用許可願」に必要事項を記入の上、学生証と一緒に１階受付カウンターに申し込みく

ださい。 
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５）資料の検索 

図書は、日本十進分類法（NDC）によって分類し、請求記号順に排架されています。 

図書に関しては、書庫に所蔵されている一部の図書を除き、下記のパソコンを利用して検索する

ことができます。 

①利用者端末（図書館内設置の蔵書検索専用端末） 

②インターネットに接続しているパソコン 

       （本学大学ホームページの図書情報センター内から検索） 

書名、著者名、キーワード等によって検索することができ、本学図書館に所蔵していない場合は、

他大学図書館から現物貸借、文献複写などの相互利用サービスを行っています。詳しくは、「相互

利用サービス」の項目を参照してください。 

 

６）貸出・返却 

    ＜貸出＞ 

① 借りたい図書等に学生証を添えて１階受付カウンターに申し込みください。 

② 館外貸出は５冊以内、１週間です。ただし、返却期限内に再手続をすれば、予約者がい

ない場合に限り、１度更新することができます。その場合は更新する図書等と学生証を

カウンターに提示、または、図書情報センターホームページ内から延長手続きをしてく

ださい。 

③ 「禁帯出」と指定された図書（辞書・事典・白書・統計集などの参考図書）、最新号雑

誌、ＤＶＤ・ＣＤなどの視聴覚資料の館外貸出は行っていません。視聴覚資料について

は、館内の施設を利用してください。 

④ 貸出を受けた図書等の転貸は絶対にしないでください。 

⑤ 貸出中の図書等については、予約をすることができます。 

⑥ ４年生については、通常貸出の他に卒業研究用特別貸出として５冊以内、一ヶ月の長期

貸出を行っています。希望する学生は、１階受付カウンターに申し出てください。 

⑦ 臨地実習や教育実習に参加する学生のために、臨地実習用貸出・教育実習用貸出を行っ

ています。通常貸出の貸出期間を１ヶ月にして借りることができます。希望する学生

は、１階受付カウンターに申し出て下さい。 

     ＜返却＞ 

① 貸出を受けた図書等は、１階受付カウンターに返却してください。 

② 返却期日は必ず守ってください。期日を過ぎて返却した場合は延滞日数分貸出停止とな

ります。 

③ 図書等を汚損・破損もしくは紛失した場合は、速やかに１階受付カウンターに申し出て

ください。原則として同じ図書を弁償していただきます。 
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７）レファレンスサービス 

必要資料の検索、図書・雑誌の所在など図書館利用の全般にわたり不明な点、あるいは図書館情

報内容についての質問などがあれば、図書館員に相談してください。 

 

８）相互利用サービス 

探している図書や雑誌、その他の資料が本学図書館にない場合は、相互利用サービスとして、他

大学の図書館の利用、現物貸借、必要な箇所のコピーの取り寄せを行っています。 

利用条件（貸出期間・冊数等）は、郵送に要する期間を含め相手館の定めによります。 

また、借り受けに関する送料等は、利用者負担となります。希望される方は、１階受付カウンタ

ーに申し込みください。 

 

９）コピーサービス 

利用者は、著作権法による一定の制約のもと、図書資料等を複写することができます。 

 

 

Ｂ．コンピュータ施設 

◎情報実習室 

情報実習室はコンピュータによる実習を通じて知識・技術を習得する場です。 

授業に支障がない限り自習目的で自由にコンピュータを利用できます。積極的にコン

ピュータを利用し、新しい知識・優れた技術習得に努めてください。 

 

情報実習室の利用方針 

１）情報実習室利用上の注意 

① 入室前に掲示を確認すること。 

② 情報実習室は自習利用よりも授業を優先とする。 

③ 飲食厳禁とする。 

④ 濡れた雨具は機器の故障の原因となるので持ち込まない。 

⑤ 備品を故意に壊したり、許可なく持ち出さない。 

⑥ その他掲示される注意事項も守ること。 
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２）コンピュータ利用上の注意 

① パスワードは他人に知られることのないように厳重に管理すること。 

② 電源は授業での説明や掲示で定められた方法で操作すること。 

③ 機器の設定を変更しない。 

④ 利用者によるソフトウェアのインストールをしない。 

⑤ インストール済みのソフトウェアを複製しない。 

⑥ 作成したデータは授業で指示された領域に保存すること。 

⑦ 教育・研究用以外の不必要なファイルは保存しない。 

⑧ その他掲示される注意事項も守ること。 

 

３）情報機器の貸出・返却 

① カメラ、ビデオ、ノートパソコン等のマルチメディア機器は、所定の手続に従い、借用で

きるので希望者は図書情報センターに申し出る。 

② 利用方針や利用時間は年度によって変更されることがあるので、図書情報センターが配布

するコンピュータ利用の手引や掲示を確認すること。 
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（２）体育館 

◎アリーナ・トレーニングルーム 

アリーナ・トレーニングルームは、次の注意事項を守り大切に利用してください。 

なお、利用にあたっては、大学が主催する行事、正課の体育系科目及びクラブ・サークル活動で

の使用が優先します。 

① 利用時間は、平日９時～１６時１０分（クラブ・サークル活動は除く）とします。 

利用を希望する学生は、教学課にて鍵を借り受け、鍵借用ノートに必要事項を記入します。

利用には学生証が必要です。 

② 利用時間以外に利用するときは、教学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提

出してください。） 

※土曜日の活動については教職員の付添が必要です。また、日曜日・祝日は原則として利用

できません。 

③ クラブ・サークル等が課外活動に利用する場合は、クラブ・サークル協議会で調整の上、教

学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提出してください。） 

④ アリーナ・トレーニングルーム内では、体育館用履物を使用してください。 

⑤ アリーナ・トレーニングルーム内での飲食は原則禁止します。 

⑥ アリーナ内の備品等を利用するときは、体育研究室の許可を得てください。 

⑦ アリーナ・トレーニングルーム内の器物等を破損した場合には、直ちに教学課へ届け出て指

示を受けてください。 

⑧ 利用後は、利用者が責任を持って清掃及び施錠をしてください。 

※ 以上の注意事項に反した場合は厳重に処罰され、利用禁止になります。 

 

◎ラウンジ 

瀧川記念体育館１階にラウンジが設置されており、常時開放されています。友人との楽しい語ら

いや休憩時に利用してください。また、ラウンジにはピアノが置いてありますので、利用してく

ださい。 
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（３）稲沢運動場 
本学には、稲沢運動場があります。次の注意事項を守り利用してください。 

なお、利用にあたっては、大学が主催する行事、正課の体育系科目及びクラブ・サークル活動で

の使用が優先します。 

① 利用時間は、平日９時～１６時１０分（クラブ・サークル活動は除く）とします。利用を希

望する学生は、教学課にて鍵を借り受け、鍵借用ノートに必要事項を記入します。利用には

学生証が必要です。 

② 利用時間以外に利用するときは、教学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提出

してください。） 

※土曜日の活動については教職員の付添が必要です。また、日曜日・祝日は原則として利用

できません。 

③ クラブ・サークル等が課外活動に利用する場合は、クラブ・サークル協議会で調整の上、教

学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提出してください。） 

④ 雨天及びグランドコンディション不良時は利用を禁止します。 

⑤ 硬式野球の利用は禁止します。 

⑥ ゴミは各自で処理すること。 

⑦ 運動場内の備品等を利用するときは、体育研究室の許可を得てください。 

⑧ 運動場内の器物等を破損した場合には、直ちに教学課へ届け出て指示を受けてください。 

⑨ 利用者は運動場利用後、責任を持って以下の確認を行ってください。 

・清掃を行い、環境美化に努めてください。 

・運動場は、トンボ、ハケを使い必ず整地してください。 

・トイレ等の照明は必ず切ってください。 

・最後に施設・設備の施錠をしてください。 

※ 以上の注意事項に反した場合は厳重に処罰され、利用禁止になります。 
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（４）テニスコート 

本学には、テニスコートがあります。次の注意事項を守り利用してください。 

なお、利用にあたっては、大学が主催する行事、正課の体育系科目及びクラブ・サークル活動で

の使用が優先します。 

① 利用時間は、平日９時～１６時１０分（クラブ・サークル活動は除く）とします。利用を希

望する学生は、教学課にて鍵を借り受け、鍵借用ノートに必要事項を記入します。利用には

学生証が必要です。 

② 利用時間以外に利用するときは、教学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提出

してください。） 

※土曜日の活動については教職員の付添が必要です。また、日曜日・祝日は原則として利用

できません。 

③ クラブ・サークル等が課外活動に利用する場合は、クラブ・サークル協議会で調整の上、教

学課の許可を受けてください。（施設・設備使用願を提出してください。） 

④ コート内ではテニスシューズまたは運動靴を使用してください。 

⑤ ゴミは各自で処理すること。 

⑥ コート内の器物等を破損した場合には、直ちに教学課へ届け出て指示を受けてください。 

⑦ 利用後は利用者が責任を持って整備、施錠を行ってください。 

※ 以上の注意事項に反した場合は厳重に処罰され、利用禁止になります。 

 

（５）学生食堂 

学生食堂は学生・教職員の憩いの場であり、飲食・談話などに利用して、学生相互や教職員との

対話を深め、学生生活をより豊かなものにしてください。 

また、これらは全学共用の施設であることを心得て、マナーを守り、清潔・整頓に努め、大声で

話し合う、長時間座席を独占するなど、他人に迷惑をかけないように心がけてください。 
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（６）クラブハウス 

クラブハウスは、本学の課外活動が円滑に運営されるための施設であり、利用に際しては次の事

項を守ってください。 

① クラブハウスは自治会及びクラブ・サークルが利用できます。 

② 利用する場合は、部室利用許可願を教学課に提出して、許可を受けてください。 

③ 各クラブ・サークルの代表者は使用責任者として、利用について一切の責任を持ちます。 

④ 利用時間は原則として、９時００分～２０時３０分とします。この時間を超えて利用すると

きは事前に教学課の承諾を受けてください。 

⑤ 鍵は教学課で管理しています。借りるときは「鍵借用ノート」に記入し、使用後は必ず教学

課へ戻してください。 

１７時を過ぎる場合は指定された鍵箱に返却してください。 

⑥ 利用を認められたクラブ・サークルは、次のことを厳守してください。 

・室内で喫煙及び火気の使用はしない。 

・施設・設備の改装または新設をしない。 

・関係者以外の人を入室させない。 

・最後の退出者は、戸締り・消灯を確認する。 

⑦ 活動後は必ず清掃をしてください。 

⑧ 必要な場合には、教職員が部屋の利用について指導します。著しく違反した場合は、当該部

屋の利用許可を取消します。 

 

なお、以上のことは、体育館内の部室にも適用します。 

 

 

（７）その他 

◎用具の貸し出し 

学内の施設で利用できる貸し出し用具（ボール等）があります。貸し出しを希望する学生は、教

学課に申し出てください。 

利用時間は、平日９時～１６時１０分とします。利用には学生証が必要です。 

 

◎施設・備品等利用上の留意事項 

学内の施設・備品等を課外活動や集会行事のために利用するときは施設・備品利用許可願を教学

課に提出して許可を受けてください。 

・構内で火気を使用するときは、教学課に申し出て許可を受けてください。 

・施設・備品の不適正な利用や規則に反する利用によって生じた事故については、当該学生が  

その一切の責任を負うものとします。 
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１．同窓会 

 

 名古屋文理大学同窓会(稲友会)は、名古屋文理大学の卒業生及びその前身である名古屋栄

養短期大学情報処理学科の卒業生、名古屋文理短期大学情報処理学科・経営学科の卒業生、

専攻科経営専攻の修了生を正会員とし、在籍する学生を学生会員として組織されています。 

 本会は、会員相互の親睦と福祉向上を図り、併せて母校・名古屋文理大学の発展に寄与す

ることを目的としています。会の運営には、卒業生の中から選任された会長ならびに役員が

あたっています。 

 本会の事業としては、 

1. 会員相互の親睦と福祉向上に必要な事業 

2. 母校の発展に必要な事業 

3. その他、本会の目的達成に必要な事業 

を実施します。たとえば、在籍学生に対しては、現在クラブの活動状況に応じた助成を行っ

ています。 

 定例総会は４年毎に正会員を以て開催します。卒業後、氏名や住所の変更が生じた場合は

速やかに連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


